
令和５年１月吉日 

川崎市建設緑政局道路整備課 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

このたび、ＪＲ東日本南武線の矢向駅～武蔵小杉駅間において、連続立体交差事業を行うにあた

り、「川崎市環境影響評価に関する条例」に基づく条例環境影響評価準備書（以下、条例準備書） 

及び関連道路整備事業に係る自主的環境影響評価準備書（以下、自主的準備書）を作成しました。 

つきましては、条例準備書及び自主的準備書の提出に伴い「ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業

（矢向駅～武蔵小杉駅間）に係る条例準備書及び関連道路整備事業に係る自主的準備書」に関する

説明会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内いたします。 

説明会の日程及び会場 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ｊ Ｒ 東 日 本 南 武 線 連 続 立 体 交 差 事 業 

（ 矢 向 駅 ～ 武 蔵 小 杉 駅 間 ） に 係 る 

条例環境影響評価準備書説明会及び関連道路整備事業

に係る自主的環境影響評価準備書説明会のご案内  

 

回 日   時 会  場 

第１回 令和５年２月４日（土）９時30分から11時00分 
幸市民館 大ホール 

（川崎市幸区戸手本町1丁目11番地2） 

第２回 令和５年２月７日（火）19時00分から20時30分 
中原市民館 ２階 多目的ホール 

（川崎市中原区新丸子東3丁目1100番地12 
ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ﾐｯﾄﾞｽｶｲﾀﾜｰ1・2階） 

第３回 令和５年２月８日（水）19時00分から20時30分 
幸市民館 大ホール 

（川崎市幸区戸手本町1丁目11番地2） 

第４回 令和５年２月11日（土）14時30分から16時00分 
川崎市立玉川中学校 体育館 
（川崎市中原区中丸子562） 

※いずれも同一の内容の説明会です。また、受付開始時間は各回の開始30分前からとなります。 
※新型コロナウイルス感染症予防のため、受付でのアルコール消毒及び検温、会場内の換気等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 鉄道事業  道路事業  

指定開発行
為 の 名 称 

ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業  
（矢向駅～武蔵小杉駅間）  

JR 東日本南武線連続立体交差事業 
（矢向駅～武蔵小杉駅間）に伴う関連道路整備事業 

種 類 鉄道若しくは軌道の新設又は線路の改良（第２種行為） 道路の新設又は車線の増設（自主的環境影響評価） 

位 置 川崎市幸区塚越３丁目～中原区新丸子東２丁目  
矢向鹿島田線:川崎市幸区塚越 3 丁目 367 番地先～ 
中原区市ノ坪 581-1 番地先 ほか４路線 

延 長 約 4.5km 
矢向鹿島田線:約 2,810ｍ 大田神奈川線:約 550ｍ 
塚越南加瀬線:約 430ｍ 区画街路:約 1,520ｍ 
特殊街路:約 3,450ｍ 

計 画 施 設 鹿島田駅、平間駅、向河原駅  ―  

構 造 盛土構造、高架構造  平面道路  

施 工 期 間 約 16 年間  約３年間  
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事業等の概要 



計画区間の位置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例準備書及び自主的準備書の縦覧 

 

 

 

 

 

 
※縦覧期間、時間及び縦覧場所については、現時点での予定となります。 
※上記期間中は、川崎市ホームページでも条例準備書及び自主的準備書の内容をご覧いただけます。 

ＵＲＬ：https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html 

 

意見書の提出について 
条例準備書及び自主的準備書について、環境保全の見地からご意見のある方は、上記縦覧期間中に、

市長に対して意見書をご提出いただけます。 

〇意見書の提出先 

川崎市環境局環境対策部環境評価課 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地 ☎044-200-2156 
（意見書用紙は各縦覧場所に用意してあります。なお、提出年月日、郵便番号、住所、氏名、電話番号、 
指定開発行為の名称、図書の名称及び意見が記入されていれば意見書の様式は問いません。） 
※上記、川崎市縦覧図書ホームページＵＲＬからも提出することが可能です。 
〇意見書の提出期限 

令和５年３月６日（月） ※郵送の場合は、令和５年３月６日（月）消印有効 

事業内容等に関するお問い合わせ先 

 

縦 覧 期 間【予定】 縦 覧 場 所 及 び 時 間 

令和５年１月 20 日（金）正午から 

令和５年３月６日（月）まで 

【川崎市】・環境局環境対策部環境評価課（市役所第３庁舎１５階） 

・幸区役所 ・幸区役所日吉出張所 ・中原区役所 

午前 8 時 30 分～午後５時（土・日曜日・祝日を除く。ただし幸区役所では、 

第２・4 土曜日の午前８時３０分～午後０時３０分も行います。） 

【横浜市】・横浜市役所環境創造局環境影響評価課 ・鶴見区役所 

     午前８時４５分～午後５時（環境創造局環境影響評価課は午後５時１５分まで。）

土・日曜日・祝日は除く。 

 

 

窓 口：川崎市建設緑政局道路整備課（立体交差担当） 

住 所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町 12－１ ☎044-200-3499 

※受付時間：８時３0分から17時００分まで（土・日・祝日を除きます。） 

 

○関係地域は、以下の範囲を包括するように 
設定しています。 

・計画区間の敷地境界から約 100m の範囲 
・工事用車両の走行ルート沿道約 50m の範囲 
・日照阻害範囲 
（冬至日の８～16 時に日影となる範囲） 
・テレビ受信障害範囲 
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○関係地域は、以下の範囲を包括するように 
設定しています。 

・計画区間から約 100m の範囲 
・工事用車両の走行ルート沿道約 50m の範囲 
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凡 例 Ｎ 

ＪＲ東日本南武線連続立体交差事業 関連道路整備事業 

凡 例 


